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令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
または住民税均等割のみ課税となる世帯のみなさまへ

「定額減税しきれないと見込まれる方」への「調整給付金」のご案内

●１世帯あたり１０万円
●支給対象世帯で、扶養されている１８歳以下の児童
　（平成１８年４月２日以降に生まれた児童）１人につき５万円

対象世帯

支給対象者

支給額

調整給付金額の計算方法

給付金の支給手続き

給付金の支給手続き

令和６年６月３日時点で沖縄市に住民登録があり、令和6年
度住民税が次の①または②のいずれかに該当する世帯

※既に令和５年度非課税給付または令和５年度均等割のみ課税
給付の対象となった世帯や、世帯の全員が、個人住民税が課
税されている他の親族等の扶養を受けている世帯等は該当
しません。

所得税と個人住民税所得割
の少なくとも一方が課税さ
れており、定額減税しきれな
い額が生じることが見込ま
れる方

● 対象者には市から「支給の
お知らせ」（申請不要）又は
確認書（要返送）をお送りし
ます。

● お手元に確認書がある方
は、オンラインにて確認書の
提出を行うことも可能です。

● 支給対象者には、市から「支給のお知らせ（申請不要）」「確認
書（要返送）」をお送りします。

●市から確認書が郵送されてきた世帯はオンラインで申請する
ことも可能です。
※他市区町村からの転入や、住民税の未申告などにより、課税
状況が不明の方がいる場合は、「申請書」の提出が必要です。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
不審に思った場合は速やかに最寄りの警察署か警察相談専用電話（♯9110）にご相談ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください！！

【申請書配布先】 市役所５階給付金担当窓口または市公式ホームページ

詳しくは
こちら→

詳しくは
こちら→

　物価高騰による負担軽減を図るため、令和６年度において新たに住民税非課税又は均等割のみ課税
となる世帯に対する給付金の案内です。なお、対象となった世帯の中に１８歳以下の児童がいる場合に
は、こども加算の給付を行います。

申請期限｜10月31日（木）※必着

申請期限｜10月31日（木）※必着

（注1）所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは
国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

（注2）令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、令和6年度住民税の情報から国が示す方法で推計した額を利用しています。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、追加で令和7年に給付を行う予定です。

①住民税非課税世帯　
②「均等割のみ課税の世帯」「均等割のみ課税の方
　と非課税の方」で構成される世帯

●個人住民税に関すること（所得、課税等はお電話で回答できません）
　市民税課 市民税係　☎098-939-1212（内線3252～3255）

　賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃
上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和６年分の所得税及び令和６年度の個人住民税の定
額減税が実施されます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方は、「調整給付金」を支給します。

お問い合わせ　ちゅいしぃじぃ課 給付金担当(市役所5階)　☎098-929-3011
　　　　　　　受付時間：午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）

定額減税可能額

（１） 「所得税分控除不足額（不足額給付時）」の算出方法

（２） 「個人住民税所得割分控除不足額（不足額給付時）」の算出方法

所得税（注１）…………………本人・扶養親族（配偶者を含む）１人あたり３万円
個人住民税所得割（注１）……本人・扶養親族（配偶者を含む）１人あたり１万円

調整給付金額＝❶+❷（1万円単位で「切り上げて」算出）

定額減税可能額
３万円×（本人＋扶養親族数）

令和６年分推計所得税額（定額減税前）
＝令和５年分所得税額（実績）…（注２） ❶所得税分控除不足額

定額減税可能額
１万円×（本人＋扶養親族数）

令和６年度分個人住民税所得割額
（定額減税前）

❷個人住民税所得割分
　控除不足額

（例）❶+❷の合計が　●０円超１万円以下の場合 → １万円　●１万円超２万円以下の場合 → ２万円・・・
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３．保有個人情報の訂正・利用停止・消去・提供停止の請求件数及び処理状況　（令和６年５月末時点）
　  保有個人情報の訂正の請求、利用停止の請求、消去の請求、提供停止の請求は、全実施機関においてございませんでした。

市長
議会

上下水道事業管理者
消防長

教育委員会
選挙管理委員会
農業委員会

固定資産評価審査委員会
監査委員
合計

84
5
5
9
20
3
3
2
2
133

49
3
1
4
2
0
1
0
0
60

21
2
4
4
12
2
2
2
2
51

14
0
0
1
6
1
0
0
0
22

32
0
3
4
5
0
1
0
0
45

300
0
15
17
481
0
1
0
0
814

40
2
0
3
11
0
0
0
0
56

2394
7
0
3
10
0
0
0
0
2414

4
3
2
2
2
2
2
2
2
21

5
0
0
0
5
0
0
0
0
10

8
0
0
0
2
1
0
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
1
0
0
0
0
0
6

71
2
3
6
16
0
1
0
0
99

4
0
0
0
0
0
0
0
0
4

市長
議会

上下水道事業管理者
消防長

教育委員会
選挙管理委員会
農業委員会

固定資産評価審査委員会
監査委員
合計

25
0
0
2
3
0
0
0
0
30

18
0
0
2
1
0
0
0
0
21

7
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

13
0
0
0
1
0
0
0
0
14

50
0
0
0
1
0
0
0
0
51

7
0
0
2
1
0
0
0
0
10

17
0
0
2
6
0
0
0
0
25

4
0
0
0
1
0
0
0
0
5

0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

19
0
0
2
2
0
0
0
0
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

実施機関
請求
件数

開示請求
件数

請求者の内訳

市内 県内
（市外） 県外 全部公開 一部公開該当公文書

の件数
該当公文書
の件数

該当公文書
の件数 写しの交付

審査請求
件数非公開 取下げ 審査中 閲覧

処理状況 公開の実施

実施機関
請求者の内訳

市内 県内
（市外） 県外 全部開示 一部開示該当公文書

の件数
該当公文書
の件数

該当公文書
の件数 写しの交付

審査請求
件数不開示 取下げ 審査中 閲覧

処理状況 開示の実施

１．公文書公開請求件数及び処理状況　（令和６年５月末時点）

２．保有個人情報開示請求件数及び処理状況　（令和６年５月末時点） （単位：件）

（単位：件）

沖縄市情報公開条例第16条（運用状況の公表）及び沖縄市個人情報保護法施行条例第10条（実施状況の公表）に基づき、令和５年度の公文書の公開請求、
保有個人情報の開示等請求及びその結果等を公表します。

令和5年度　情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況の公表

　公益財団法人沖縄こどもの国（桑江朝千夫理事
長）の専務理事兼園長に、屋比久功氏が6月1日付け
で就任しました。これまで園長を務めた神里興弘氏
は、任期満了により5月31日付けで退職。
　屋比久園長は「こどもの国は動物だけでなく、働
く職員も個性的で魅力がある。職員一人ひとりの力
を最大限に引き出すのが園長の役割だと考えてい
ます」と話し、「コロナ禍では皆さまから多額の支援
金が寄せられ、多くの人に愛されていると感じた。
その想いにしっかり応え、この先の50年、100年後
も子や孫の世代まで思い出が語り継がれる園にし
たい」と意気込みを語りました。
　沖縄こどもの国は1970年にオープンして以来、
多くの来園者に親しまれ、令和5年度の入園者数は
59万8,683人で最多入園者数を更新しました。

沖縄こどもの国
10代目園長に屋比久功氏が就任

　沖縄市市制施行50周年の節目に、5月から15歳
以下の入園料を無料にし、7月からは「沖縄こどもの
国NIGHT ZOO」として、毎週土日祝日は夜9時ま
で開園しています。


